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１．研究の目的 

住生活基本計画では、良質な住宅ストックの活用を推

進することを掲げている。住宅・土地統計調査における

「空き家」の中には、賃貸用の住居又は中古住宅として

市場に流通しているものも含まれているが、今後既存住

宅ストックの活用を促進する際に重要となるのは、活用

されずに放置されている空き家である。 

総人口及び総世帯数の減少に伴い、今後更なる空き家

の増加が懸念されているが、その内訳は地域によって異

なることが予想される。すなわち、人口が集中する地域

と、そうでない地域おける空き家の発生状況は異なると

考えられ、それぞれの地域に適した対応が今後求められ

る。 

本研究では、住宅・土地統計調査を基に都道府県ごと

の空き家率の推移を把握し、今後の空き家発生状況に関

する要因を分析するための基礎的な資料を作成すること

を目的とする。 

 

２．調査の概要 

２－１．調査の方法 

本研究では、昭和 58 年～平成 20 年までの 6 回の住

宅・土地統計調査のデータを用いて分析を行う。住宅・

土地統計調査は総務省が 5 年ごとに行っている抽出調査

である。 

２－２．空き家の定義 

 本研究で扱う空き家の定義は、住宅・土地統計調査１）

における「空き家」の定義と等しい。表１に「空き家」

の定義を示す。 

 

３．全国の空き家率の推移 

全国の住宅総数に対する居住世帯なしの住宅数（以下、

「空き家率」という。）は増加を続けており、25 年間で約

4.5 ポイント上昇している。空き家の内訳を見ると、「賃

貸・売却用住宅」と「その他」が増加しており、「二次的

住宅」の割合はほぼ変化していない。また、「賃貸・売却

用住宅」が空き家の 6 割程度を占めており、「その他」は

3 割強で推移している。各都道府県についても、概ね同様

の傾向を示しており、全国的に空き家は増加している。 

 

４．空き家率による都道府県の類型化 

 本研究では、空き家のうち「賃貸・売却用住宅」及び

「その他」の推移に着目して都道府県を類型化する。以

下の作業では、各空き家種類ごとの総データに対する平

均及び標準偏差の値を用いて標準化した値を使用してい

る。この方法により昭和 58 年及び平成 20 年のデータを

プロットしたものが図２である。図の縦軸「賃貸・売却

用住宅」及び横軸「その他」の原点は平均であり、目盛

りは標準偏差である。 

ここでは「賃貸・売却用住宅」と「その他」の関係の

推移を、相関係数を用いて大別し、相関のない都道府県

については更に経時変化を観察することで分類を行った。 

４－１．相関の有無による都道府県の類型化 

各都道府県の「賃貸・売却用住宅」と「その他」の関

係を、有意水準 10%の t 検定により相関の有無を判断した

結果を表２に示す。表中の網掛けがある都道府県は相関

表１ 「空き家」の定義 

図１ 全国の空き家率の推移 

図２ 「賃貸・売却用住宅」と「その他」の推移 
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が認められなかったものである。 

47 都道府県のうち、相関が認められたのは 32 府県であ

り、いずれの府県の相関係数も正の値であることから、

「賃貸・売却用住宅」と「その他」が共に一定の割合で

増加する傾向にあると言える。また、回帰直線の傾きは

「賃貸・売却用住宅」と「その他」の増加傾向を表して

おり、茨城県、山梨県、静岡県は「賃貸・売却用住宅」

の増加が著しく、島根県は「その他」の増加が著しい。

「賃貸・売却用住宅」の増加が著しい県は、茨城県を除

いて「二次的住宅」の割合が大きい県であることが特徴

と言える。 

４－２．相関の無い都道府県の類型化 

 表２で相関が認められなかった都道府県の「賃貸・売

却用住宅」と「その他」の関係の経時変化をプロットし

たものが図３である。これを見ると、相関が認められな

い都道府県は、「賃貸・売却用住宅」が大きく増加するも

の（A）と、「その他」が大きく増加するもの（B）に分か

れている。（A）のグループには首都圏及び各地方の中核

となる府県が含まれており、（B）のグループにはそれ以

外の県が含まれていることから、各グループを決定付け

る要因として、住宅建設活動や人口動態が影響している

と考えられる。 

 

５．相関の無い都道府県の判別分析 

 相関の無い都道府県に対して、判別分析を用いて傾向

を分析する。ここでは、空き家の発生に寄与する項目と

して、住宅建設活動を表す指標として「新設住宅着工戸

数２）」を選定し、人口動態を表す指標として「人口自然増

加率３）、４）」及び「人口流入超過率３）、４）」を選定した。な

お、ここでの分析は、平成 5 年以降のデータに対して行

い、「人口自然増加率」及び「人口流入超過率」は国勢調

査のデータを基にしており、住宅・土地統計調査等とは

調査年が異なるため、平成 2 年、平成 7 年、平成 12 年、

平成 17 年のデータを用いた。判別分析の結果を表３、表

４及び図４に示す。 

 この結果より、（Ａ）及び（Ｂ）の差異は、「新設住宅

着工戸数」、「人口自然増加率」及び「人口流入超過率」

によって 90%以上の的中率で判別できることが分かる。 

６．まとめ 

空き家率推移の傾向を都道府県ごとに分析した結果、

多くの府県で「賃貸・売却用住宅」と「その他」の増加

は相関関係にあることが明らかとなった。また、相関関

係を示さない都道府県は、建設活動や人口動態により空

き家の増加傾向が異なることが明らかとなった。 

「賃貸・売却用住宅」と「その他」の増加が多くの県

で相関関係にあることは、人口及び世帯数の減少に対応

していると考えられるが、詳細な分析は今後の課題であ

る。 
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表４ 判別的中率 

表２ 「賃貸・売却用住宅」と「その他」の相関関係 

図３ 相関の無い都道府県の類型化 

表３ 判別係数 表４ 判別的中率 

図４ 判別得点の分布と判別の成否 
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